
(有価証券報告書等への開示例)

利益連動給与総額　→(ステップ３参照)
経常利益○百万円以上の場合 　(経常利益-○百万円)×○％
経常利益○百万円未満の場合　 ゼロ　

利益連動給与総額の上限は、○百万円とします。　→(ステップ４参照)
各取締役の支給額は、役位毎に定めた下記のポイントに応じて按分した金額とし、
役位ポイントは、会長１、社長１０、副社長５、常務３、取締役１とする。　→(ステップ５参照)

Prepared： 税理士法人 川嶋総合会計 
公認会計士 税理士 山田 善紀 ☆ 現在、通達が未公表のため、通達が公表され次第、内容を更新する予定であります。

更新日： 2006年8月31日 ☆ 平成18年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。

非同族会社
ですか。

役員給与(利益連動給与)の損金算入のフローチャート
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【利益連動給与】
(業績連動型報酬)

(法34条1項3号)

  非同族の
同族会社も
対象外であ
るため、上
場会社の
子会社も対
象外になり
ます。

　利益連動給与
の算定方法等の
決定後遅滞なく
有価証券報告書
等に開示する必
要があります。

  算定方法①
当期純利益、
経常利益、営
業利益などの
利益を指標し
ていますか。

 (決定手続)
　上記のい
ずれかの適
正な決定手
続により、算
定方法を決
定していま
すか。

  算定方法③
　個々の業務
執行役員に
支給する利益
連動給与の
算定方法を開
示しています
か。

 (支払時期)
定時株主総
会後１ヶ月
以内に支払
われ、また
は、支払わ
れる見込み
ですか。

　 (決定時期)
事業年度開始の
日の属する会計
期間開始の日か
ら３ヶ月を経過
する日までに、
算定方法を決定
していますか。

  すべて業務執
行役員に支給
し、かつ、個々の
業務執行役員に
支給する利益連
動給与が、法令
の要件を満たし
ていますか。

 算定方法②
　利益連動
給与の支給
額の上限を
具体的に金
額をもって定
められていま
すか。

　(３)法人(委員会設置会社を除く)の報酬諮問委員会に対する諮問
その他の手続を経た取締役会の決議により決定している場合
　(報酬諮問委員会は、３人以上の外部の委員から構成される合議
体で、委員の過半数が、業務執行役員または使用人になったことが
ない者であり、かつ、業務執行委員またはその特殊関係者が委員に
なっていないことが要件になります)

　(４)法人が(委員会設置会社を除く)監査役会設置会社(業務執行役
員との特殊関係者が監査役になっている場合を除く)で、取締役会の
決議により決定し、監査役の過半数が、算定方法につき適正である
と認められる書面を法人に提出している場合

　(５)(２)～(４)の手続に準ずる手続

　役員の個人名の開
示を求めるものでは
なく、肩書き別に利
益連動給与の算定
方法の内容が明らか
にされていれば足り
ることになります。

損金不算入

　(１)会社法が定める報酬委員会(業務執行役員またはその特殊関
係者が委員になっているものを除く)が決定している場合

　(２)法人(委員会設置会社を除く)の株主総会の決議による決定して
いる場合
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　損金算入できる利益連動給
与は、業務執行役員に支給す
るものに限られます。「社外取
締役」「監査役」等は、業務執
行役員に該当しないため、損金
算入できません。

監査役に業務執行役員との特殊関係者がいな
い場合は、監査役の過半数の承認で、適正な決
定手続として認められることになるようです。
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